
1,457,548 　千円

31,664,605 　千円

（単位：千円）

引上げ分の地方
消費税（社会保
障財源交付金）

その他

社会福祉総務費 7,516,120 4,019,700 1,357,479 0 61,522 258,230 1,819,189

老人福祉費 44,654 0 736 0 6,158 4,694 33,066

老人福祉施設費 88,850 0 0 0 28,867 7,456 52,527

障害者福祉施設費 78,431 9,816 4,905 0 36,887 3,334 23,489

児童福祉総務費 2,070,164 818,552 390,173 0 137,703 89,963 633,773

児童措置費 9,746,618 5,380,096 1,718,648 0 218,695 301,955 2,127,224

保育所費 302,307 958 743 0 37,148 32,749 230,709

母子生活支援施設費 69,589 30,985 19,002 0 3,762 1,969 13,871

児童センター費 223,015 2,431 0 0 35,963 22,949 161,672

生活保護総務費 137,186 58,623 1,690 0 0 9,556 67,317

扶助費 5,260,546 3,753,897 60,086 0 77,391 170,193 1,198,979

災害救
助費

災害救助費 50 0 0 0 0 6 44

25,537,530 14,075,058 3,553,462 0 644,096 903,054 6,361,860

令和５年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途の明確化について

平成26年4月1日からの消費税率引き上げに伴い、増収となった地方消費税交付金（社会保障財源化分）については、全て社会保
障施策に要する経費に充てることとされています。

令和５年度に地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策関連経費は、次のとおりとなります。

（歳　入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

（歳　出）　社会保障施策に要する経費

分類 款 項 目 経費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 地方債 その他

一般財源

社会
福祉

民生費

社会
福祉費

児童
福祉費

生活
保護費

小　計　①



1,457,548 　千円

31,664,605 　千円

（単位：千円）

引上げ分の地方
消費税（社会保
障財源交付金）

その他

令和５年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途の明確化について

平成26年4月1日からの消費税率引き上げに伴い、増収となった地方消費税交付金（社会保障財源化分）については、全て社会保
障施策に要する経費に充てることとされています。

令和５年度に地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策関連経費は、次のとおりとなります。

（歳　入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

（歳　出）　社会保障施策に要する経費

分類 款 項 目 経費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 地方債 その他

一般財源

社会福祉総務費 1,795,325 123,320 390,739 0 0 159,266 1,122,000

老人福祉費 1,414,751 65,968 35,197 0 0 163,283 1,150,303

3,210,076 189,288 425,936 0 0 322,549 2,272,303

民生費
社会

福祉費
老人福祉費 1,158,163 0 150,439 0 0 125,264 882,460

保健衛生総務費 1,027,342 202,962 310,340 0 138,636 46,664 328,740

予防費 731,494 239,480 2,323 0 6,867 60,017 422,807

2,916,999 442,442 463,102 0 145,503 231,945 1,634,007

31,664,605 14,706,788 4,442,500 0 789,599 1,457,548 10,268,170

※経費には、職員の人件費及び事務費は含まれていません

小　計　③

合　　計　（① + ② + ③）

社会
保険

民生費
社会

福祉費

小　計　②

保健
衛生

衛生費
保健

衛生費


